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○恵庭市障がい者等補装具費の支給に係る事業者の登録に関する要綱

平成28年4月1日

(趣旨) 

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成

17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第76条の規定に基づく補装具費

の支給に係る補装具の販売及び修理(以下「販売等」という。)を行う者の登録に関し、必

要な事項を定めるものとする。

(定義) 

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者総合支援法及び恵庭市障がい者等

補装具費の支給に関する規則(平成28年規則第37号。以下「支給規則」という。)において

使用する用語の例による。

(補装具事業者の登録) 

第3条 市長は、補装具の販売等を行う事業者(以下「補装具事業者」という。)からの申請

により、補装具の販売等の提供を行う事業所(以下「補装具事業所」という。)ごとに登録

するものとする。

2 市長は、前項の申請があった場合において、当該申請をした者が恵庭市障がい者等補装

具の事業者の人員、設備及び運営に関する基準(平成28年4月1日実施。以下「事業者等基

準」という。)を満たしていないときは、登録しないものとする。

(登録事業者の責務) 

第4条 補装具事業者は、前条第1項の規定による登録を受けて、身体障がい者、難病等患

者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の心身の状況等に応じ、適切な補装具の販

売等を提供するとともに、自らその提供する補装具の質の評価その他の措置を講ずること

により、常に補装具の販売等の提供を受けるものの立場に立ってこれを提供するよう努め

なければならない。

2 補装具事業者は、当該登録に係る事業所ごとに、事業者等基準に定める基準に従い、当

該補装具の販売等の提供に従事する従業者を置かなければならない。

3 補装具事業者は、運営規程に従い、補装具の販売等を提供しなければならない。

(登録の申請) 

第5条 補装具事業者の登録を受けようとする者は、補装具事業者登録申請書(様式第1号)

に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 定款、寄附行為及び登記事項証明書



2/17 

(2) 事業所の平面図

(3) 補装具事業所調査書(様式第2号) 

(4) 従業者の履歴書(様式第3号) 

(5) 取扱種目(見積書、カタログ等) 

(6) 運営規程

(7) 補装具事業者誓約書(様式第4号) 

(8) その他登録に関し市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる書類は、種目の追加その他市長が認めたときは、添付を省略すること

ができる。

(登録の通知) 

第6条 市長は、第3条第1項の規定により登録を受けた補装具事業者(以下「登録事業者」

という。)に補装具事業者登録決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(変更の届出) 

第7条 登録事業者は、登録に際し、市長に提出した申請書等の記載事項に変更があったと

きは、速やかに、補装具事業者登録事項変更届(様式第6号)に当該変更の内容を証する書

類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、補装具の販売等の提供の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、

遅滞なく、補装具事業者廃止(休止・再開)届出書(様式第7号)により市長に届け出なければ

ならない。

(登録の更新) 

第8条 第3条第1項の規定による登録の有効期間は6年とし、更新を受けなければ、その期

間の経過によって、それらの効力を失う。

2 前項の登録の更新があった場合において、同項の有効期間(以下この条において「登録の

有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前

の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまで、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、登録の更新がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の登

録の有効期間の満了日の翌日から起算するものとする。

4 第5条及び第6条の規定は、第1項の登録の更新について準用する。この場合において、

第5条第1項各号列記以外の部分中「登録を受けようとする者」とあるのは、「登録事業

者」と読み替えるものとする。

(補装具の販売等) 
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第9条 登録事業者は、支給規則第4条第2項に規定する補装具費支給券(以下「支給券」と

いう。)の交付を受けた障がい者又は障がい児の保護者(以下「支給対象障がい者等」とい

う。)と補装具の販売等の提供に係る契約を締結したときは、当該補装具の販売等の提供

に係る医師の意見書等に基づき、補装具の販売等の提供を行うものとする。

2 登録事業者は、補装具の支給対象障がい者等への引渡しは、市長が別に定める場合を除

き、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第7項に規定する身体障害者更生相談

所(以下「更生相談所」という。)の適合判定及び検査を経た後でなければ、引き渡しては

ならない。

3 前項の適合判定の結果、その補装具が障がい者等に適合しないと認められた場合は、市

長は、不備な箇所を指摘して登録事業者の負担においてこれを改善させることができる。

(補装具費の代理受領) 

第10条 登録事業者は、補装具費の受領について、あらかじめ市長に対し補装具給付費の

代理受領に係る申出書(様式第8号)を提出し、恵庭市障がい者等補装具事業者との代理受

領に関する契約書により市長と契約を締結している場合においては、支給対象障がい者等

からの委任に基づき、補装具費として当該支給対象障がい者等に支給すべき額の限度にお

いて、当該支給対象障がい者等に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、支給対象障がい者等に対し補装具費の支給があ

ったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、支給対象障がい者等に対し、

当該支給対象障がい者等に係る補装具費の額を通知しなければならない。

4 市長は、第1項の規定による申出書の提出及び契約を交わしている登録事業者から補装

具費の請求があったときは、支給規則第12条第3項の規定に基づき審査したうえで支払う

ものとする。

5 登録事業者は、支給対象障がい者等に販売等を提供した補装具について、第1項の規定

により補装具の利用者である支給対象障がい者等に代わって補装具費の支払を受ける場

合は、補装具の販売等の提供の際に、当該支給対象障がい者等から利用者負担額として、

補装具費用基準額から当該支給対象障がい者等へ支払われる補装具費の額を控除して得

た額の支払を受けるものとする。

6 登録事業者は、補装具の販売等の提供に要した費用につき、その支払を受ける際には、

当該支払をした支給対象障がい者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(補装具引渡し後の改善) 
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第11条 市長は、補装具の引渡し後、登録事業者の責めに帰すべき不備と認められるとき

は、その適合しない箇所を指摘して、登録事業者の負担においてこれを改善させることが

できる。

2 補装具の引渡し後、災害等による毀損、障がい者等の過失による破損、生理的又は病理

的変化等により生じた不都合、目的外使用若しくは取扱不良等のために生じた破損又は不

適合を除き、引渡し後9月以内に生じた破損又は不適合(ただし、修理基準に定める調整、

小部品の交換又は修理のうち軽微なものにあっては、修理後3月以内に生じた不適合(災害

等により免責となる事由を除く。))は登録事業者の負担においてこれを改善させることが

できる。

(報告等) 

第12条 市長は、補装具費の支給に関して必要があると認めるときは、障害者総合支援法

第10条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」とい

う。)又は登録事業者等であった者に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示を命じ、これらの者に出頭を求め、又は職員に関係者に対し質問させ、若しく

は事業所その他当該補装具の販売等に関し関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは

帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、当該職員は補装具費検査員証(様

式第9号)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取消し) 

第13条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第3条第1項に規

定する登録を取り消すものとする。

(1) 登録事業者が第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。

(2) 補装具費の請求に関し、不正があったとき。

(3) 登録事業者が前条第1項の規定により報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若

しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 登録事業者が前条第1項の規定に出頭を求めてもこれに応じず、同項の規定による質

問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨

げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業者が相当の注意及び監督をした

場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽く

したときを除く。
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(5) 登録事業者が不正の手段により第3条第1項に規定する登録を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により第3条第1項の登録を取り消したときは、当該登録事業者に対

し、補装具事業者登録取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(公告) 

第14条 市長は、次に掲げる場合には、その旨を告示するものとする。

(1) 第3条第1項の規定により登録を行ったとき。

(2) 第7条第1項又は第2項の規定による届出がなされたとき。

(3) 前条の規定により登録を取り消したとき。

(委任) 

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

(実施期日) 

1 この要綱は、平成28年4月1日から実施する。

(適用区分) 

2 この要綱の実施の際現に恵庭市障がい者等補装具事業者(以下「事業者」という。)と市

長との間で締結した補装具の交付及び修理を委託する契約(以下「現契約」という。)は、

この要綱実施後もなおその効力を有する。ただし、現契約の満了日は、双方特段の意思表

示がない限り平成29年3月31日までとする。

3 この要綱の実施前に現契約を交わしている事業者は、平成29年3月31日までの間に限り、

第3条第2項に規定する基準を満たしているものとみなす。
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様式第1号(第5条関係) 

様式第2号(第5条関係) 

様式第3号(第5条関係) 

様式第4号(第5条関係) 

様式第5号(第6条関係) 

様式第6号(第7条関係) 

様式第7号(第7条関係) 

様式第8号(第10条関係) 

様式第9号(第12条関係) 

様式第10号(第13条関係) 


